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新潟県条例第49号 

新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例 

新潟県議会委員会条例（昭和31年新潟県条例第23号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中号の細目の表示に下線が引かれた号の細目（以下「移動後号細目」という｡)に対応する

同表の改正前の欄中号の細目の表示に下線が引かれた号の細目（以下「移動号細目」という｡)が存在する場合に

は当該移動号細目を当該移動後号細目とし、移動後号細目に対応する移動号細目が存在しない場合には当該移動

後号細目（以下「追加号細目」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の細目の表示を除く｡)を同表の改正後の欄中下線が引かれた部

分（号の細目の表示及び追加号細目を除く｡)に改める。 

改 正 後 改 正 前 

第１条 県議会に常任委員会を置き、その名称、委

員の定数及びその所管は次のとおりとする。 

(1)・(2)  （略） 

(3) 産業経済委員会 13人 

 ア 産業労働部の所管及びこれに関連する各種

の事項 

イ 観光局の所管及びこれに関連する各種の事

項 

ウ （略） 

エ （略） 

オ （略） 

(4) （略） 

２ （略） 

第１条 県議会に常任委員会を置き、その名称、委

員の定数及びその所管は次のとおりとする。 

(1)・(2)  （略） 

(3) 産業経済委員会 13人 

 ア 産業労働観光部の所管及びこれに関連する

各種の事項 

 

 

イ （略） 

ウ （略） 

エ （略） 

(4) （略） 

２ （略） 

附 則 

この条例は、平成31年４月１日から施行する。 


